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広いスペースで運動

ができます

様々な創作活動





夏祭り

外遊

畑作り

化石掘外部施



外出 収穫作業言葉あそび





レク（洗濯テニス）

の一コマ♪

サーキット＆

陣取りゲーム！

まけないぞ！

ボルダリング！
がんばるぞ！

散歩＆地域のごみ拾い

お正月に

みんなで福笑い☆

クライミング

ロープ☆







※おことわり
　このおしらせは令和６年１月時点での概要です。

　今後、法令の改正などのより、内容が変更される場合があります。

※横手市自立支援協議会とは・・・

わが街の障がい児福祉サービス（サービスを利用するために）
令和５年度

令和6年1月改訂

発行：横手市自立支援協議会
（事務局：横手市　社会福祉課）

〒013-8601　横手市中央町８番２号
ＴＥＬ　0182-35-2132　／　ＦＡＸ　0182-32-9709

　障害者総合支援法の施行に伴い、地域における障がい者等への支援体制に関する課題について情報を

共有し、関係機関等の連携を緊密にするとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う

ため、平成２５年４月に設置しました。

　委員は、学識経験者、障がい者団体関係者、保健・医療関係者、雇用関係機関担当者、教育関係者、

障がい福祉サービス・相談支援事業関係者及び市障がい福祉担当者から構成されています。


